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適 正 な 施 設 機 能 の 維 持

　農業水利施設の維持管理対策　

大
規
模
施
設

小
規
模
施
設

施設の老朽化
農家の高齢化、組合員の減少

  担い手農家への農地集積

地域における管理

混住化の進展

新農業水利
システム

保全対策事業
中山間地域等
直接支払制度

資源保全施策

国営造成施設管理
体制整備促進事業
（管理体制整備型）

非農家より便益
に応じた費用負
担を徴収

 附帯事業の
 実施

１．維持管理対策の全体像

（１）公的管理

高い公共性
の発揮　　

施設の有効活用

施設の
修繕保全

（３）
施設管理の
自動化、省力化

（２）

管理体制の強化
（集落機能の維持）

（４） （５）
地方公共団体
による支援

（６）
非農家から
の負担徴収

国営造成施設県
管理費補助事業

基幹水利施設
管理事業

国の直轄管理

市町村等による
管理

土地改良区に対
する支援

国営造成水利
施設保全対策事業

土地改良施設維持
管理適正化事業

土地改良施設修繕
保全事業

農業水利施設保全
対策事業

国営造成施設を対象とした国の施策
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（１）公的管理の枠組み

管理に対する助成

公　　　的　　　管　　　理 公　的　支　援

国　に　よ　る　管　理 都道府県による管理 都道府県・市町村による管理

国　　　　営　　　　造　　　　成　　　　施　　　　設

土地改良
区等によ
る管理

都道府県
・市町村
の管理

都道府県・団体営
造成施設

管理に対する支援

　・管理体制の強化

　・施設機能維持の適正化

　・施設の長寿命化対策の推進

　・管理技術の向上

○　ダム、頭首工　等
・ 治水、利水等の面で、高度
　の公共性
・ 特別な技術的配慮を必要と
　する管理
・ ２都府県以上にわたる

地区数　　　　　 　　　　　６地区
受益面積　　　 　　　　約７万ha
H16予算額　　１，２３２百万円

【直轄管理事業】

○　排水機場、防潮水門、ダム、
　頭首工
・ 関係受益面積が概ね3,000ha
以上の大規模施設

地区数　　　　　 　　　　２８地区
受益面積　　　 　　　約２２万ha
H16予算額　　１，２８０百万円

【国営造成施設県管理費補助事業】

○　ダム、頭首工、用排水機場、
　排水樋門　等
・ 関係受益面積が概ね1,000ha
以上の基幹的な水利施設

地区数　　　　　 　　　２２９地区
受益面積　　　 　　　約６０万ha
H16予算額　　１，３８８百万円

【基幹水利施設管理事業】

○　土地改良施設の管理は、受益者で構成する土地改良区等が自主的に行い、その費用を負担することが原則で

　あるが、特に公共性の高い施設については、国は直轄管理や地方公共団体による管理に対する助成を実施
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（２）施設の修繕保全

施　設　機　能　維　持　の　適　正　化

【土地改良施設維持管理適正化事業】

○ポンプのオーバーホール、ゲートの塗
　装、用排水路の補修等

（平成16年度実施状況）
地区数　　　　　　　　　　　　　　 　　１，５０９地区
受益面積　　　　　　　　　　　　　 　　約１６０万ha
予算額　　　　　　　　　　　　　　  ３，６０６百万円
※地区数、受益面積は関係土地改良区のみを対象

施設の長寿命化対策の推進

【土地改良施設修繕保全事業】 　【国営造成水利施設保全対策事業・
農業水利施設保全対策事業】

○表面被覆工や防錆対策工等による施設
　損傷の未然防止

（平成16年度実施状況）
・国営造成水利施設保全対策事業
地区数　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　１７地区
受益面積　　　 　　　　　　　　　　　　　　約６万 ha
予算額　　　　　　　　　　　　　　 　　  ４２６百万円

・農業水利施設保全対策事業
地区数　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　５２地区
受益面積　　　 　　　　　　　　　　　　　約２１万 ha
予算額　　　　　　　　　　　　　 　　　  ３０３百万円補修前

補修後

○修繕工事（電気施設の整備等）、保全
　工事（汚泥等の除去等）、緊急補修工
　事（水利施設の機能回復等）

（平成16年度実施状況）
地区数　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　１９地区
受益面積　　　 　　　　　　　　　　　　　　約２万 ha
予算額　　　　　　　　　　　　　　　　   ３０８百万円

整備前 整備後

泥土浚渫

高速水噴流を衝突させコ
ンクリートのはつり深さを
制御し、部分補修を実施

・定期的な整備補修や設備改善

・団体営規模以上の施設を対象

・防災機能の適切な発揮や突発的な

　事故による二次災害の防止

・国営事業又は県営事業で造成され

　た施設を対象

・施設の長寿命化対策

・国営事業又は県営事業で造成され

　た施設を対象
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（３）施設管理の自動化、省力化

○水管理システムの導入 ○新農業水利システム保全対策事業の仕組み

○　管理体制整備型事業地区では、３割を超える地区で、水管理システムを導入し、施設管理の自動化を実施し

　ている
○　Ｈ１６年度より、新農業水利システム保全対策事業を導入し、国は、整備計画の策定に係る経費を定額で補
　助するとともに、管理の省力化等を図るための施設整備費についても２分の１の補助を実施

・水管理システムを導入し
　ている地区の割合

・遠隔操作可能な頭首工の割合

出典：農村振興局整備部水利整備課施設管理室調べ（平成１６年度）

導入して
いる
34%導入して

いない
66%

計画策定（ソフト）

除塵機の設置ゲートの自動化

施設管理の省力化に向けた最適な水利システムの構築

[管理省力化施設整備事業]

[農業水利システム保全計画策定事業]

TＭのみ

ＴＭ、ＴＣ

ＴＭ、ＴＣ、
映像カメラ

6%

遠隔操作不可能

78%

10%

6%

ＴＭ：遠隔地での計測値による監視
ＴＣ：遠隔地での自動操作

○水管理システムの概要（七ヶ用水地区）

・機能診断と技術的検討により新たな施設管理の仕

　組み等に関する計画を策定

・定額補助

・計画に基づき、管理の省力化、合理化等のための

　施設を整備

・１／２補助

施設整備（ハード）

水位ﾃﾞｰﾀ
雨量ﾃﾞｰﾀ

水位ﾃﾞｰﾀ
雨量ﾃﾞｰﾀ

雨量計

TM/TC装置

超音波水位計

水位、雨量データ

シミュレーション

気象情報
計算・表示データ

データベース

最適な水配分・災害防止

地図情報で業務効率化

降雨予測で災害防止対策

監視・制御・管理

データベース

地図情報

ゲート制御

操作室 ゲート制御、映像監視
水門監視

TM/TC装置

ITVカメラ

◇施設情報管理
◇農地情報管理
◇組合員情報管理
◇賦課金管理
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○　平成１５年度末現在で、約３万４千の集落協定等が締結されており、その中で、農業水利施設の保全管理の

　ための集落共同管理についても取組みが行われている

○　平成１７年度以降については、自律的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備に向けた前向きな取組み等を

　推進する

（４）管理体制の強化（集落機能の維持）

対象地域 特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法、沖縄
振興開発特別措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興
開発特別措置法の指定地域及び都道府県知事が指定する地域

対象農用地 ・急傾斜農用地（田1/20以上、畑、草地及び採草放牧地15度以上）
・自然条件により小区画・不整形な田（大多数が30a未満で平均20a
  以下）
・草地比率の高い（70%以上）地域の草地
・市町村長が必要と認めた農用地（緩傾斜農用地（田1/100以上1/20
  未満、畑、草地及び採草放牧地8度以上15度未満）、高齢化率・耕
  作放棄率の高い農地）

交付単価

条件不利地域の農業者等

集落協定の締結

〈対象行為〉
集落協定等に基づき、
①　集落の将来像を明確化した活動計画の下での５年間
　以上継続して行われる農業生産活動等
②　農用地保全体制の整備（必須要件）及び農業生産活
　動等の継続に向けた地域の実情に即した活動（選択的
　必須要件）を実施。
（①のみの実施の場合は８割単価）

水路・農道等の適切な管理が促進

交付金の交付

協定締結数

予算

３万４千（集落協定33,137、個別協定638）（Ｈ１５年度）

１６８億円（Ｈ１６年度）

　ア．中山間地域等直接支払制度

○平成１７年度以降の制度の仕組み

【参考】現行対策の実施状況

地　　目 区　分 10a当たり単価
急傾斜 21,000円　　　　　　
緩傾斜 8,000円　　　　　　
急傾斜 11,500円　　　　　　
緩傾斜 3,500円　　　　　　
急傾斜 10,500円　　　　　　
緩傾斜 3,000円　　　　　　
草地比率の高い草地 1,500円　　　　　　
急傾斜 1,000円　　　　　　
緩傾斜 300円　　　　　　

注１）対象行為において②を実施しない場合には上記単価の８割の単価とする。
注２）以下の取組を実施する場合は、取組に応じて田で500～1,500円/10a、畑・草地
　　　で500円/10a等の上乗せを行う。
　　ア　担い手への農地利用集積を新たに一定割合以上行う場合
　　イ　新規就農者や担い手が条件不利な農地を引き受けて規模拡大する場合
　　ウ　一定規模以上の耕作放棄地の復旧を行う場合
　　エ　法人を設立する場合

田

畑

草地

採草放牧地
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　イ．資源保全施策

○　食料の安定供給や多面的機能の発揮に不可欠な農地・農業用水等の資源を良好な状態で将来に継承するため、

　地域の共同活動に着目した新たな資源保全施策を検討している

○　平成１７年度は、多様な地域実態の把握や望ましい資源保全の管理手法を検討する調査を実施することとし

　ている

施策体系の構築
・施設の新設から、更新や保
　全管理に重点を移行
・施策手法の選択と組み合わ
　せが可能となる施策体系
・国、地方公共団体、農業者
　等の適切な役割分担

施策手法の組合せ

・既存制度の見直しと強化
・先進的取組みの情報発信
・施設と体制の一体的整備
・資源や農村環境の保全活
　動に対する支援

規制

奨励

○保全活動において最低
　限取り組むべき規範の
　策定
○多様な主体が参画する
　組織体(協議会等)を地
　域に設置
○組織体の構成員が取組
　む行為を協定に明示
○効果の高い保全活動へ
　の支援

資源保全実態調査事業 資源保全手法検討調査

保全活動に対する支援が
必要と判断される場合の

支 援 手 法 の 例

施策の具体化に向け平成１７年度から調査に着手

ダム 農 地

ＰＰ 河川

用　水 排　水

頭首工

用水機場

分水工 ため池

農道

合流工

土地改良区
による管理

地域による共同管理 土地改良区
による管理

公的管理公的管理

【基幹的な用水施設、取水・分水調整等】 【農地回りの水路、農道、ため池、水利調整等】【基幹的な排水施設、排水調整等】

排水機場

○資源保全施策の体系 ○施設の管理体系
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（５）地方公共団体による行政支援

○基幹的農業水利施設の管理主体
　（管理体制整備型事業地区内の施設）

出典：農村振興局整備部水利整備課施設管理室調べ（平成１６年度）

○　ダム、用排水機場、排水路といった公共性の高い施設については、市町村等が直接管理している場合が少な

　くない

○　土地改良区が管理している施設の市町村への管理移管を検討している地区は２割程度と低く、市町村への移

　管は困難としている地区が多い

ダム

県
13%

市町村
16%

土地改良区

71%

頭首工

県
8%

土地改良区
88%

市町村
4%

用排水機場

市町村
15%

土地改良区
78%

県
7%

用水路

土地改良区
97%

市町村
1%

県
2%

排水路

土地改良区
87%

市町村
13%

○市町村管理への移管の検討

○市町村管理への移管の問題点

検討してい
ない
78%

検討している

18%

市町村への管理移管

について協議・調整中

4%

その他
4% 市町村でも対応可能

14%
管理施設が複数の市町村
にまたがるため市町村で
は困難

26%

財政負担が増大
するため市町村
では対応困難

30%

農家の管理参加が得にくくなり、
現在の管理体制が保てなくなる

26%

　ア．市町村等による管理
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イ．土地改良区に対する支援

出典：農村振興局整備部水利整備課施設管理室調べ（平成１６年度）

○　市町村等は、土地改良区に対して、国の補助事業以外にも、単独事業による維持管理費の助成の他に、事務
　所貸与、職員の派遣などの支援を実施

○単独事業による維持管理費の助成（Ｈ１５） ○その他の支援（Ｈ１５）

・助成を受けている地区の割合

・助成内容

・支援を受けている地区の割合

75%

受けている

25%

・実施内訳

受けていない

60%

受けている

40%

維持管理の助成

66%

整備補修

34%

14%

その他
14%

事務用機器
資材の援助

33%

管理業務の一部を県、

市町村が実施

19%

職員の派遣
20%

事務所貸与

受けていない
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（６）非農家からの負担徴収

○施設の他目的使用による使用料の徴収 ○排水の受け入れ

出典：農村振興局整備部水利整備課施設管理室調べ（平成１６年度）

○　施設の他目的使用としての使用料の徴収は、６割以上の地区で行っており、排水の受け入れが大半を占める

○　排水の受け入れについては、つなぎ込み時に徴収する他、毎年度徴収している場合も少なくない

・使用料の徴収方法

・受け入れている排水の種類

・使用料を徴収している地区の割合（Ｈ１５）

・徴収金額の内訳（Ｈ１５）

徴収している

68%

徴収していない

32%

橋梁など施設

の使用料

14%

電柱の設置

など土地の使用料

15%

その他

3%

排水の受け入れ

68%

つなぎ込み時に徴収

39%

つなぎ込み時と

毎年度に徴収

25%

毎年度徴収

36%

工場排水

13%

屎尿浄化槽

（個人）

23%

雨水排水

15%

家庭雑排水
15%

屎尿浄化槽
（団地）
13%

会社・工場

等の浄化槽

21%
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（１）農業水利施設の維持管理に関係する国の支援施策

２．国の支援施策

土地改良施設維持管理適正化事業　１，５０９地区　１６０万ha

施設の更新

維持管理への支援

大規模施設 小規模施設

国営かんがい
排水事業
４１地区
３２万ha

県営かんがい
排水事業
250地区
２５万ha

基盤整備促進事業
514地区
３万ha

国営造成施設管理体制整備促進事業
（管理体制整備型）
２６７地区、１２８万ha

中山間地域等直接支払制度
３万４千協定、６６万ha

団体営造成施設国営造成施設 県営造成施設

（ハード）

（ソフト）

新農業水利システム保全対策事業　２８３地区　１５万ha

国営造成水利施
設保全対策事業
17地区、６万ha

農業水利施設
保全対策事業

52地区、21万ha

土地改良施設
修繕保全事業

19地区、２万ha

※地区数、面積等はＨ１６年度ベース

資源保全施策において検討

直轄管
理事業 国営造成

施設県管
理費補助
事業
  28地区
  22万ha

基幹水利
施設管理
事業
  229地区
  60万ha

 ６地区
 ７万ha
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中山間

平場

　　     資源保全施策において検討

　農地・農業用水等の資源を、地域共同活
　動を基本としつつ適切に保全管理するた
　めの施策体系の構築

大規模施設 小規模施設

　中山間地域等直接支払制度

　　ため池、用排水路等の維持管理等集落共同
　　活動への支援

３４千協定、６６万ha

国営造成施設 県営造成施設 団体営造成施設

（２）農業水利施設の管理体制の強化に関係する国の支援施策

※地区数、面積等はＨ１６年度ベース

国営造成施設管理体制整備促進事業
（管理体制整備型）

農家だけでなく、地域住民やNPO等の
参画による管理組織の構築等により国
営造成施設等の管理体制を整備

２６７地区、１２８万ha
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国営用水路

ダム

頭首工
県
営
用
水
路

  国営造成水利施設保全対策事業 

  基幹水利施設管理事業

  土地改良施設維持管理適正化事業 

一
級
河
川

国営
用水
路

  国営造成施設県管理費補助事業 

  基盤整備促進事業 

  新農業水利システム保全対策事業 

県
営
用
水
路

団体営用水路

団体営用水路

団体営用水路

県
営
用
水
路

 農業水利施設保全対策事業 

国の支援施策

 施設の公的管理に対する支援

 施設の修繕保全に対する支援

・公共性の高い国営造成施設の維持管理

・公共性の高い国営造成施設
　の維持管理

・団体営造成施設の整備補修

・管理の省力化のための施設整備

・県営造成施設の予防保全対策

・国営造成施設の予防保全対策

・団体営以上の施設の定期的
    な整備補修や設備改善

団体営用水路
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【洪水防止機能】

【防火用水機能】

【生態系保全・景観形成機能】

ゴミの処理の増大

施設管理者の高齢化

多様な主体の参加

地域と連携した新たな管理体制の構築

  多面的機能発揮のた
  めの新たな取組み

土地改良区による管理

 ゲート操作等を行い、
 地表水を安全に流下

洪水防止

 非かんがい期にも防
 火用水等を確保

 非かんがい期の通水
 により生態系を保全

防火用水

生態系保全
景観形成

地域住民

地域活動団体

学校

連携

都市化・混住化の進展

高齢化・過疎化の進展

多面的機能
発揮の要請

管理負担の
増嵩

施設管理
協定の締結

管理参画の
組織化

農業・農村の現状 多面的機能の発揮

○　組織化や協定締結を進め、非農家の安定的・継続的な管理参画を確保することにより、受益と負担の整合を

　図り、国営造成施設等の適正かつ効率的な維持管理と多面的機能の十全な発揮を実現

３．国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制整備型）の今後の展開

（１）組織化、協定締結
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（２）事業の仕組み

　都道府県、市町村、土地改良区、地域活動団体などの関係
機関によって構成され、
・協定締結や組織化の目標を含めた管理体制整備計画の内容
　についての協議･調整
・管理体制強化の目標達成へ向けての取組み方針の決定やそ
　の取組み状況の確認
・施設の有する多面的機能についての啓発活動
を実施

○管理体制整備計画の策定

 ・非農家の管理参画のための協
 　定締結、組織化の目標の設定
 ・協定締結、組織化を含めた施
 　設の適正な維持・保全のため
 　の計画の策定

管理体制整備推進協議会

○管理体制整備の推進活動

 ・管理体制整備推進協議会の設置、
 　運営
 ・地域住民を対象とした啓発活動
 　の実施

○管理体制の整備・強化に対する
　支援

 ・多面的機能の発揮
 ・管理の高度化
 ・施設の適切な予防保全対策
 に係る管理の実践に対する支援

・水管理組合等の既存組織を
　非農家を含めた組織に再編
・地域住民、地元企業等を含
　めた管理参画組織の設立

組織化

地域住民
自治会

地域活動団体
  企業  等

多面的機能の発揮
のための管理・操作

施設の維持管理
活動に参加

土地改良区

自治会、地域活動団体等と
施設管理に関する役割分担
を明確にした協定を締結

計画案策定

協定締結
助成

協議会の設置・運営
支援

管理体制の整備

意見

都道府県、市町村
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頭首工

取入口

調 整 池

分水工

支線用水路

幹
線
用
水
路

生態系保全 景観形成

調整ゲート
分水工

防
　
火
　
用
　
水

分水操作

草刈り

浚渫

草　刈　り、　清　掃

分水工

組織化、協定締結のイメージ

生活排水

分水工

幹
線
用
水
路

土地改良区、地元企業、町
が役割分担を明確化した上
で、草刈りや清掃を実施

アドプトシステムの導入
組織化

協定

非農家も含めた水管理組合に再編
し、水路の維持管理を実施

水管理組合の再編

組織化

土地改良区と集落が連携して
非かんがい期の通水を確保

協定

防火用水機能の発揮

・分水工の操作を補助
・用水路の草刈り、清掃

自治会の参画

協定

地域住民が
「○○池を守る会」を組織
・水位、水質観測
・池の草刈り、清掃

地域活動団体の参画

組織化

市民農園

15
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（３）非農家の管理参画の可能性

○組織化が可能な地区の割合

出典：農村振興局整備部水利整備課施設管理室調べ（平成１６年度）

○　組織化については７割の地区で、協定締結については８割の地区で今後可能と見込んでおり、特に、協定締

　結については、自治会や地域活動団体を対象として検討している地区が多い

○組織化の内容

○協定締結が可能な地区の割合

○協定を締結する対象の内訳

協定締結が可能

81%

現状では困難

19%

新たな組織の構築が可能

41%

既存組織の再編が可能

24%

新たな組織の構築、
既存組織の再編ともに可能

35%

組織化が可能

72%

現状では困難

28%

自治会

39%

市町村

17%

地域活動団体

27%

地元企業

5%

その他
12%
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　 ア．既存組織の再編（Ｔ地区の事例）

○　Ｔ地区では、施設周辺地域の混住化が進展しており、地域住民からの水質の改善や良好な景観の形成に関
　する要望に対応するため、農家によって構成されるＴ堰水利組合から、地域住民を巻き込んだＴ堰愛護組合
　へ組織を再編
○　Ｔ堰愛護組合は、農家と地域住民が一体となって、草刈り、清掃、浚渫を実施

住宅地を流下する用水路 組合員による草刈り 非農家と一体となった清掃・浚渫

・Ｔ堰水路はJR線や幹線道路に隣接しており、
　近年、混住化が進展

・水路に隣接して住宅が密集しており、 地域住
　民から水質を改善し、景観に配慮するよう要

　望あり

・土地改良区が施設の管理委託をしているＴ堰

　水利組合は、農家の高齢化により年々組合員

　が減少しており、水質や景観に配慮した管理

　には対応できない状況

施設周辺の地域住民農家

一体となって施設の草刈り、清掃、浚渫を実施

Ｔ堰愛護組合

農家によって構成される組織

Ｔ堰水利組合

既存組織の再編組織化の背景

（４）組織化、協定締結の事例

組織再編

○水質改善や良好な景観の形成に対応した管理を実現
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　  イ．新たな組織の構築（Ａ地区の事例）

○　Ａ地区では、地区内のＫ用水路について、景観に配慮した施設管理を目的として、施設周辺の地元企業
　３５社によって構成される環境保全対策推進協議会を設立
○　環境保全対策推進協議会は、定期的に、施設の草刈り、浚渫、清掃、用水路沿いの植裁等を実施し、施設
　周辺の景観保全に寄与

・Ｋ用水路周辺は、鉄道、基幹道路及び集落が

　位置しており、水路沿いの道路を通る車や歩

　行者の交通量が多い区間となっている

・Ａ地区の属するＨ町は花に囲まれた町づくり

　を目指しており、町だけでなく地域住民から、

　Ｋ用水路を景観に配慮した形で管理するよう

　要望あり

・土地改良区は、財政状況が厳しく、景観に配

　慮した維持管理まで手が回らない状況

環境保全対策推進協議会

     地元企業３５社によって構成され、草刈り、
浚渫、清掃、 植裁を実施

   配水・分水操作、施設の保守点検を実施

Ａ土地改良区

組織の構築組織化の背景

住宅地を流下する用水路 環境保全対策推進協議会による植裁 環境保全対策推進協議会による草刈り・浚渫・ゴミ拾い

連携

○景観の保全に配慮した管理を実現
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　ウ．自治会との協定締結（Ｋ地区の事例）

○　土地改良区によって管理されているため池は、施設周辺の混住化が進展しており、地域住民から親水機能
　の発揮や良好な景観形成に対する要望あり
○　その要望に対応するため、土地改良区と自治会とが協定を締結し、施設管理の役割分担を明確にすること
　により、親水や景観に配慮した管理を実現

・ため池に隣接して住宅地が造成されるなど、近

　年、施設周辺地域の混住化が進展

・地域住民から、ため池が貴重な水辺空間を提供

　しているため、親水機能を十分に発揮し、景観

　に配慮するよう要望あり

・土地改良区から管理委託されている管理組合は、

　高齢者や兼業農家によって構成されており、親

　水や景観に配慮した管理まで対応できない状況

協定締結の背景 協定締結後の管理形態

自治会による草刈り、清掃ため池周辺の住宅地 親水機能を発揮するため池

管理組合に管理委託し、配水・分水操作、施設の
保守点検を実施

土地改良区

非農家を含めた自治会が、草刈り、清掃を実施

自治会

協定締結

○親水や景観に配慮した管理を実現
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   エ．地域活動組織との協定締結（Ａ地区の事例）

用水路沿いの桜並木

・Ｓ用水路の周辺地域は、住宅団地が造成され

　るなど都市化・混住化が進展

・Ｓ用水路は、良好な景観を形成しているだけ

　でなく、地域の憩いの場となっていることか

　ら、地域住民からその機能を適切に発揮する

　よう要望あり

・土地改良区は、施設の老朽化等により維持管

　理費が増嵩しており、景観に配慮した管理に

　対応できない状況

水路溝畔の除草、病害虫の防除、ゴミ拾いの実

施

配水・分水操作、施設の保守・点検等を実施

土地改良区

協定締結委員会設立の背景

○　Ａ地区では、Ｓ用水路において、地域の景観作りと憩いの場の提供を目的として、地元自治会、老人クラ
　ブで構成される桜並木推進委員会を設立
○　桜並木推進委員会は、土地改良区と協定を締結し、水路の草刈り、清掃、浚渫、植裁等を行い、地域の景
　観保全に寄与

桜並木推進委員会による清掃用水路に隣接する住宅地

桜並木推進委員会

水路の草刈り、清掃、浚渫、植裁を実施

協定締結

○良好な景観の形成、地域の憩いの場を提供
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   オ．アドプトシステムの導入（Ｉ地区の事例）

円筒分水工に隣接する親水公園

・本地域は、円筒分水工をはじめとする水利施設

　の造成により円滑な水利用調整が図られ、水争

　いが解消されたという歴史を有する

・円筒分水工は、用水が施設の中央部から噴き出

　す美しい水辺空間を創出するとともに、隣接す

　る親水公園と一体となって地域の憩い場として

　多くの地域住民に恩恵を与えている

・地域を象徴する施設である円筒分水工を地域の

　共有財産として守り、後世に伝えていくため、

　地域が一体となって管理していく仕組みが必要

環境保全のための草刈
り・清掃の実施

建設業協会

アドプトシステム
による協定締結

背　景

○　Ｉ地区の円筒分水工は、地域を象徴する歴史的な施設であるうえに、施設周辺には親水公園が整備されて
　おり、地域住民の憩いの場となっている
○　この地域の共有財産といえる施設を地域が一体となって管理するため、アドプトシステムを導入し、町、
　土地改良区、地元企業が、役割分担を明確にした上で、施設周辺の環境や景観に配慮した管理を実現

建設業協会による清掃活動円筒分水工の全景

処理されたゴミの収
集・処理

町

○協定締結による役割分担を明確化した上で、管
　理活動を実施

ＰＲ看板の設置
清掃器具の貸出し

土地改良区

協定締結
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○管理体制整備型事業地区の関係市町村の状況

出典：２０００年世界農林業センサス（農林水産省）
　　　農林水産関係市町村別データ（Ｈ１２）（農林水産省）
　　　

○　管理体制整備型事業地区の関係市町村は、農家戸数で４２％、農地面積で４３％、水稲収穫量で５５％を占め、

　農家１戸あたりの農業所得も高いなど、農業の中心的な役割を担っている

○　関係市町村の水田のほ場整備率も６６％とその他の市町村に比べ高く、管理体制整備型事業地区は、これまで

　国営事業を中心に様々な土地改良投資がなされた優良な農業地域である

・農家戸数 ・農地面積

・水稲収穫量

・農家１戸当たりの農業所得

　（事業関係市町村とその他市町村との比較）

・ほ場整備率

　（事業関係市町村とその他市町村との比較）

その他市町村
57%

関係市町村
43%

関係市町村
42%その他市町村

58%

その他市町村
45%

関係市町村
55%

162

141

130 140 150 160 170

関係市町村

その他市町村

（万円）

48%

66%

0% 20% 40% 60% 80%

その他市町村

関係市町村

（５）管理体制整備型事業地区の農業上の位置付け

出典：生産農業所得統計（Ｈ１２）（農林水産省）
　　　農村振興局整備部水利整備課施設管理室調べ（Ｈ１６年度）

販売農家数：234万戸 農地面積：483万ha

水稲収穫量：950万ｔ


